
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年２月２日（火） ９：０１～９：１０ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○国会提出案件    ７件 

○法律案       ６件 

○人事        ３件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，岡田副長官から御説明申し上げます。 

○岡田内閣官房副長官：国会提出案件について，申し上げます。質問主意書に対する

答弁書７件について，お手元の資料のとおり，御決定をお願いいたします。 

次に，法律案６件について，御決定をお願いいたします。まず，「子ども・子育て

支援法及び児童手当法の一部改正法案」は，子ども・子育て支援の効果的な実施を

図るため，施設型給付費等の支給費用のうち，一般事業主から徴収する拠出金を充

てることができる上限割合を引き上げるとともに，児童手当の特例給付対象者のう

ち，その所得の額が一定額以上の者を支給対象外とすること等の措置を講ずるもの

であります。 

次に，「裁判所職員定員法の一部改正法案」は，裁判所における事務の合理化等に

伴い，裁判官以外の職員の員数を減員するものであります。 

次に，「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一

部改正法案」は，公立小学校の学級編制の標準を現行の４０人から３５人に段階的

に引き下げる等の改正を行うものであります。 

次に，「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医

療法等の一部改正法案」は，医師の働き方改革等を進めるため，長時間労働の医師

に対し医療機関が講ずべき健康確保措置の整備等を行うものであります。 

次に，「特定都市河川浸水被害対策法等の一部改正法案」は，都市部における洪水

等に対する防災・減災対策を総合的に推進するため，特定都市河川の指定対象の拡

大等の措置を講ずるものであります。 

次に，「防衛省設置法等の一部改正法案」は，自衛隊の任務の円滑な遂行を図るた

め，自衛官の定数の変更等について定めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，外務省人事といたしまして，ナ

イジェリア国駐箚大使菊田豊にネパール国駐箚を命ずること等を承認することに

ついて，御決定をお願いいたします。 

次に，裁判官人事といたしまして，判事兼簡易裁判所判事に任命するものについ

て，御決定をお願いいたします。 

次に，山崎英顯外１６８名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。

なお，元衆議院議員左藤惠を正三位に叙するもの及び，元住友電気工業株式会社社

長川上哲郎を従三位に叙するものがあります。 

〇加藤国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，総務大臣。 

〇武田国務大臣：本日，｢漁業・漁村地域の活性化に関する行政評価・監視」の結果に

基づき，農林水産大臣に対して勧告を行います。この行政評価・監視では，漁獲量

の減少等の厳しい状況にある漁業・漁村地域の課題を解決するための枠組みである

「浜の活力再生プラン」に基づく各地域での取組の実施や実施後の評価の状況など

を調査しました。調査の結果，同プランを効果的に進めるための評価が的確に行わ

れておらず，評価方法や指標の設定について見直しが必要な例がみられました。こ
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のため，同プランがより漁業・漁村地域の活性化につながるものとなるよう，評価

の改善に向けた対応を農林水産省に求めています。農林水産大臣におかれては，今

回の勧告の趣旨を御理解いただき，必要な措置を講じていただきますようお願い申

し上げます。 

〇加藤国務大臣：次に，文部科学大臣。 

〇萩生田国務大臣：菅総理とも御相談の上，丹羽秀樹文部科学副大臣に教育再生を担

当する大臣としての私の補佐を，国会対応も含め，行うよう指示いたしましたので，

御報告いたします。 

〇加藤国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

内閣総理大臣から御発言がございます。 

〇菅内閣総理大臣：緊急事態宣言のもと，深夜まで会食し，かつ，これを明らかにし

なかったことを受け，昨日，田野瀬文部科学副大臣を免じました。国民の皆さんに

御苦労をおかけしている中で，我々は内閣の一員として，率先して範を示すべきと

ころ，こうした行動は，あってはならないことであり，極めて遺憾です。新たに任

命された丹羽副大臣ともども，今一度，身を引き締め，新型コロナ対策に，全力を

尽くしていただきたいと思います。ぜひ，閣僚の皆様には，政務三役を含め，徹底

をしていただきますようにお願い申し上げます。 

〇加藤国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和３年 

２月２日 

◎ 国 会 提出 案件

1. 衆 議 院議 員早 稲 田 夕季 （立 民 ） 提出 政府 機 関

に お ける 新 型コ ロ ナ ウイ ルス 感 染 症の 発生 等

に 関 する 質 問に 対 す る答 弁書 に つ いて

（ 決 定）           （ 内閣 官房 ）

 ○ 1. 衆 議院 議 員 丸山 穂高 （ 無 ）提 出マ イ ナ ンバ ー

カ ー ドの 普 及促 進 に 関す る質 問 に 対す る答 弁

書 に つい て （決 定 ）       （総 務省 ）

1. 参 議 院議 員平 山 佐 知子 （無 所 属 ）提 出大 学 に

お け る成 績 評価 及 び 卒業 認定 に 関 する 質問 に

対 す る答 弁 書に つ い て（ 決定 )( 文 部 科 学省 ）

1. 衆 議 院議 員丸 山 穂 高（ 無） 提 出 国際 的な 人 の

往 来 に伴 う ，新 型 コ ロナ ウイ ル ス 感染 症の 水

際 対 策に 関 する 質 問 に対 する 答 弁 書に つい て

（ 決 定）          （ 厚 生労 働省 ）

1. 参 議 院議 員小 西 洋 之（ 立憲 ） 提 出新 型イ ン フ

ル エ ンザ 等 対策 特 別 措置 法第 ３ １ 条の 都道 府

県 知 事の 医 療関 係 者 への 要請 等 の 解釈 に関 す

る 質 問に 対 する 答 弁 書に つい て （ 決定 ）

（ 同 上 ） 

1. 衆 議 院議 員岡 本 充 功（ 立民 ） 提 出株 式会 社 ア

キ タ フー ズ と政 府 の 関係 に関 す る 質問 に対 す

る 答 弁書 に つい て （ 決定 ）  （ 農 林水 産省 ）

1. 衆 議 院議 員丸 山 穂 高（ 無） 提 出 北極 圏に お け

る 航 路強 化 及び 地 下 資源 開発 に 関 する 質問 に

対 す る答 弁 書に つ い て（ 決定 )( 国 土 交 通省 ）

◎ 法 律 案

   ○ 子ども ・ 子 育て 支援 法 及 び児 童手 当 法 の一 部を 改

正 す る法 律 案（ 決 定 ）  （内 閣 府 本府 ・財 務 省 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り  

資 料
あ り  

〔 別 添 〕
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 ○ 裁 判 所職員 定 員 法の 一部 を 改 正す る法 律 案     

（ 決 定 ）              （法 務 省 ） 

〃  ○ 公立 義務 教 育 諸学 校の 学 級 編制 及び 教 職 員定 数の  

標 準 に 関 す る法 律 の 一部 を改 正 す る法 律案      

（ 決 定 ）         （ 文 部 科学 ・財 務 省 ） 

〃  ○ 良質 かつ 適 切 な医 療を 効 率 的に 提供 す る 体制 の確  

保 を 推 進 す るた め の 医療 法等 の 一 部を 改正 す る 法   

律 案 （ 決 定 ）       （ 厚 生 労働 ・財 務 省 ） 

〃  ○ 特定 都市 河 川 浸水 被害 対 策 法等 の一 部 を 改正 する  

法 律 案 （ 決 定）      （ 国 土 交通 ・財 務 省 ） 

〃  ○ 防衛 省設 置 法 等の 一部 を 改 正す る法 律 案 （決 定）   

（ 防 衛 省・ 内閣 府 本 府） 

 

◎ 人  事 

   ○各 府省 幹 部 職員 の任 免 に つき ，内 閣 の 承認 を得 る

こ と につ いて （ 決 定） 

☆ 佐 藤道 恵 を判 事 兼 簡易 裁判 所 判 事に 任命 す る こと

に つ い て （ 決定 ） 

○ 元 福岡 県 副知 事 山 崎英 顯外 １ ６ ８名 の叙 位 又 は叙

勲 に つ い て （決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕    

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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